
令和元年度 
第１回水防災協議会 

令和元年7月1日 

三重県志摩庁舎大会議室 

事務局：志摩建設事務所 
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１．開会 
２．挨拶 
３．情報提供 
 １）平成３０年７月豪雨を受けて 
 ２）「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改  
   定について 
 ３）危機管理型水位計について 
 ４）避難勧告等に関するガイドラインの改定について 
 ５）台風強度予報５日先までへの延長について 
４．議事 
 １）志摩圏域県管理河川水防災協議会規約の改正について 
 ２）志摩圏域県管理河川における水防災意識社会の再構築に向 
   けた取組の改定について  
 ３）平成３０年度取組み実績及び令和元年度取組み（案）について 
５．今後の予定について 
６．閉会 
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本日の予定 



・協議会規約の改定について協議しました。 

 

・水防災意識社会の再構築に向けた取組の改定につい
て協議しました。 

 

・平成30年度実績確認のほか、令和元年度の取組につ
いて協議しました。 
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令和元年度第１回幹事会 
（令和元年６月７日開催） 
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議事１ 
志摩圏域県管理河川水防災協議会規約の
改定について 
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協議会規約改定案（幹事の追加） 

所属 役職名 

（幹   事）     

鳥 羽 市 総務課防災危機管理室 副参事 

  建設課 課長 

健康福祉課 課長 

 志 摩 市 総務部地域防災室 室長兼危機管理監 

  建設部建設整備課 調整監兼建設整備課長 

健康福祉部 地域福祉課 課長 

健康福祉部 介護・総合相談支援課 課長 

三 重 県 南勢志摩地域活性化局 副局長兼地域活性化防災室長 

  志摩建設事務所保全室 副所長兼保全室長 

志摩建設事務所鳥羽プロジェクト推進室 室長 

気 象 庁 津地方気象台 防災管理官 

水害対策気象官 
（オブザーバー）     

国土交通省 中部地方整備局地域河川課 課長補佐 

別表-２  志摩圏域県管理河川水防災協議会 幹事名簿   
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議事２ 
「水防災意識社会」の再構築に向け
た緊急行動計画の改定について 



１）住民の洪水被害に対する防災意識向上に資することや、円滑かつ
迅速な避難行動のための取組 
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番号 主な取組事項 対象 目標時期 取組機関 

1 【洪水時における河川管理者からの情報提供等】 

・洪水時に住民が迅速な避難行動をとれるように、避難
勧告等の発令につながる情報を市に提供します。 

・県から水位周知河川の情報等を市長に直接電話等で
伝えるホットラインの運用を行います。 

  

加茂川 

  

H29 

  

三重県 

鳥羽市 

２ 【避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認】 

・「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目した防災行動とそ
の実施主体を時系列で整理した水害対応タイムラインに
ついて水位周知河川を対象に作成します。 

  

加茂川 

  

 磯部川 

H30 

  

 ※磯部川につ
いては、試行を
目指す。 

三重県 

鳥羽市 

志摩市 

３ 【水害危険性の周知促進】 

・水害危険性の確認（危機管理型水位計・量水標の検
討・設置、浸水状況等の確認等） 

・水位周知の検討 

磯部川など、
水位周知河川
未指定となっ
ている河川 

R03まで 

※浸水状況等
の確認は、毎
年、継続して実
施 

三重県 

鳥羽市 

志摩市 

４ 【要配慮者利用施設管理者における避難確保計画の作
成及び避難訓練の実施】 

・洪水浸水想定区域内における要配慮者利用施設等の
立地状況を確認し、施設管理者の避難確保計画の作
成状況、訓練の実施状況等を確認します。 

  

市町村地域防
災計画に位置
付けられた施
設 

H30から継続し
て実施 

  

三重県 

鳥羽市 

志摩市 



１）住民の洪水被害に対する防災意識向上に資することや、円滑かつ
迅速な避難行動のための取組 
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７ 【住民防災意識の向上と防災教育の実施】 

・住民の防災意識と知識を高め、水害から身
を守る力を育むための防災教育を実施し
ます。 

・小中学生等の防災意識と知識を高め、水
害から身を守る力を育むための水防災教
育を実施します。（出前講座、「防災ノート」
の配布等） 

  

管内の住
民団体等 

及び学校 

毎年、継続
して実施 

三重県 

鳥羽市 

志摩市 

５ 【浸水想定区域図の作成・公表】 

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域
図を作成・公表します。 

  

加茂川 

 

磯部川 

H30 

 

R01 

三重県 

 

６ 【浸水想定区域図を基にした洪水ハザード
マップの策定・周知】 

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域
図を基にした洪水ハザードマップの策定・周
知します。 

  

加茂川 

 

磯部川 

R01 

 

R02 

鳥羽市 

 

志摩市 

番号 主な取組事項 対象 目標時期 取組機関 



２）洪水被害軽減のための水防活動等を迅速・的確に行うための取組 
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番号 主な取組事項 対象 目標時期 取組機関 

８ 【危機管理型水位計や量水標の
設置】 

・地域の住民や消防団等が水位
の状況を確認できるように危機
管理型水位計や量水標の設置
や水位を示すペイントを実施し
ます。 

  

【鳥羽市】  【志摩市】 

落口川   東海川 

加茂川   日出川 

紙漉川     野川 
堀通川     湯夫川 
鳥羽河内川  南張川 
白木川     桧山路川 
          迫子川 
          池田川 
          大谷川 
          前川 
 

R03まで 三重県 



２）洪水被害軽減のための水防活動等を迅速・的確に行うための取組 

 

10 

番号 主な取組事項 対象 目標時期 取組機関 

12 【水門・排水施設の運用点検の実施】 

・洪水時等に迅速な対応ができるように、水
門・排水施設等の運用点検を関係者と実施
します。 

  

志摩建設
事務所水
防支部及
び２水防管
理団体 

H30より毎年、

継続して実
施 

三重県 

鳥羽市 

志摩市 

13 【市町庁舎や災害拠点病院等の施設管理者
への情報伝達の充実】 

・浸水想定区域内の市町庁舎や災害拠点病
院等に関する情報を共有し、各施設管理者等
に対する洪水時の情報伝達体制・方法につい
て検討します。 

県立志摩
病院 

2市の管理
施設 

R03 三重県 

鳥羽市 

志摩市 
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議事３ 
平成３０年度取組実績及び令和元年
度取組（案）について 



取組１ 平成３０年度実績と令和元年度計画案 
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番
号 

取組 Ｈ３０実績 R1計画 

１ 【洪水時における河川管理者からの
情報提供等】 

・洪水時に住民が迅速な避難行動を
とれるように、避難勧告等の発令に
つながる情報を市に提供します。 

・県から水位周知河川の情報等を市
長に直接電話等で伝えるホットライ
ンの運用を行います。 

 

【鳥羽市・県】 

伝達訓練実施 

（H30.4.24） 

ホットライン確認 

【志摩市・県】 

伝達訓練実施 

（H30.4.24） 

 

危機管理型水位計
を設置 

鳥羽市：４基 

志摩市：５基 

【鳥羽市・県】 

伝達訓練実施 

（H31.4.26） 

ホットライン確認 

【志摩市・県】 

伝達訓練実施 

（H31.4.26） 

 

危機管理型水位計
を設置（予定） 

鳥羽市：４基 

志摩市：１０基 



取組２ 平成３１年度実績と令和元年度計画案 

13 

番
号 

取組 H30実績 R1計画 

２ 【避難勧告等発令の対象区域、判断
基準等の確認】 

・「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着
目した防災行動とその実施主体を時
系列で整理した水害対応タイムライ
ンについて水位周知河川を対象に作
成します。 

【鳥羽市・県】 

タイムライン（加茂
川）を策定 

（H30.8.1） 

 

【志摩市・】 

引き続きタイムライ
ンについて検討 

※磯部川及び前川
において危機管理
型水位計設置 

【鳥羽市・県】 

タイムラインの確認 

 

【志摩市・県】 

引き続きタイムライ
ンについて検討 



取組５ 平成３０年度実績と令和元年度計画案 
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番
号 

取組 Ｈ３０実績 R1計画 

５ 【浸水想定区域図の作成・周知】 

・想定最大規模の降雨による浸水想
定区域図が未作成の河川について、
作成・公表。 

・毎年、協議会において、作成・公表
実施状況を確認 

（県） 

加茂川他１河川にお
いて河川浸水想定
の見直しを実施 

 

（県） 

磯部川他７河川にお
いて河川浸水想定
の作成 



取組６ 平成３０年度実績と令和元年度計画案 
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番
号 

取組 Ｈ３０実績 R1計画 

６ 【浸水想定区域図を基にした洪水ハ
ザードマップの作成・周知】 

・想定最大規模の降雨による浸水想
定区域図を基にした洪水ハザード
マップの作成・周知 

（鳥羽市） 

加茂川の浸水想定
区域図を基にした洪
水ハザードマップを
作成 

 



取組10,１１平成30年度実績と令和元年度計画案 
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番
号 

取組 Ｈ３０実績 Ｒ１計画 

10 【重要水防区域の点検・見直し及び水防
資機材の確認】 

・対象全河川の重要水防区域を年１回
点検します。 

・重要水防区域の代表箇所において、
県と関係者が共同で点検を実施しま
す。 

（鳥羽市・志摩市・県） 

重要水防区域指定箇所
を中心に合同点検を実
施。 

志摩市：Ｈ30年6月21日 

鳥羽市：H30年7月 2日
（県） 

外部委託による重要水
防区域指定内の施設点
検を実施。 

（鳥羽市、志摩市、県） 

重要水防区域指定箇所
を中心に合同点検を実
施。 

鳥羽市：R元年6月17日 

志摩市：R元年6月20日 

（県） 

外部委託による重要水
防区域指定内の施設点
検の実施 

11 【水防訓練の充実】 

・出水時の水防活動を円滑にするため
の水防訓練を実施します。 

・迅速かつ確実に水位情報を伝達でき
るよう、洪水時を想定した洪水対応演
習を実施します。 

（鳥羽市・志摩市・県） 

洪水対応演習や情報共
有訓練を実施 

H30年4月24日 

（鳥羽市、志摩市、県） 

洪水対応演習や情報共
有訓練の実施 

H31年4月26日 



取組14，15 平成30年度実績と令和元年度計画案 
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番号 取組 Ｈ３０実績 R01計画 

１５ 【洪水氾濫を未然に防ぐ対策】 

・（堆積土砂撤去）河川の流下能力を回復
するため、堆積土砂の撤去を実施する。
撤去箇所については、県と市で優先度
を協議しながら選定します。 

・（河川改修）計画的な河川改修を実施し
ます。 

（県） 

河川堆積土砂の掘削
を継続して実施 

【鳥羽市】 

白木川、鳥羽河内川 

【志摩市】 

野川 

（県） 

河川堆積土砂の掘削
等を継続して実施 



【幹事会予定】 

 本年度の出水期後に、幹事会を開催し、取組事項に
関する取組状況についての情報共有を行う予定です。 

 また、令和２年度の出水期前までに、令和元年度の実
績報告と令和２年度の取組計画（案）について協議を
行う予定です。 

 

【協議会活動予定（令和２年度出水期前）】 

 令和１年度の実績報告 

 令和２年度の取組計画案の協議 
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今後のスケジュール 
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ホットラインの構築（取組１） 
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危険箇所の危険水位等
の情報を共有 

氾濫危険水位到達時
に水位情報を伝達 

避難判断水位

氾濫危険水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

避難準備情報発表の目安

避難勧告発令の目安

水防団出動の目安

水防団準備の目安

水位周知河川の例 

水位周知河川である加茂川について、氾濫危険水位到達情報等を所長か
ら市長に直接お伝えします。 

発信者       受信者 

①所長         ①市長 

②副所長    ②副市長 

③事業推進室長   ③建設課長 



（鳥羽市・志摩建設事務所） 
二級河川加茂川水防警報伝
達演習を実施 

平成31年4月26日 

伝達内容 加茂川水防警報 
準備・出動・解除 

（志摩市・志摩建設事務所） 
二級河川前川水防情報共有
訓練を実施 

平成31年4月26日 

訓練内容 水位等の情報を電
話連絡により共有 
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伝達演習、訓練等（取組１、９） 

（鳥羽市・志摩建設事務所） 
二級河川加茂川水防警報伝達演
習を実施 

平成31年4月26日 

伝達内容 加茂川水防警報 準
備・出動・解除 

（志摩市・志摩建設事務所） 
二級河川前川水防情報共有訓練
を実施 

平成31年4月26日 

訓練内容 水位等の情報を電話
連絡により共有 



（赤）避難指示 

（黄）避難勧告 

（青）避難準備情報 

○演習の流れ 

指定河川の基
準水位に到達 

水防警報や水位
到達情報の発表 

関係機関にFAX
で情報伝達 

FAXの受信を 
電話で確認 

イメージ：洪水対応演習 

演習様式(サンプル） 

伝達演習内容（取組１，９） 
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迅速かつ確実に水位情報を伝達できるように、模擬文を使用し実際と同じ伝達系統で、洪
水対時の水位情報を関係機関に伝達する。 



伝達演習内容（取組１，６） 
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河川名 橋梁名 市町名 

落口川 落口橋（鳥羽市消防本部前） 鳥羽市 

前川（２６０号上流） 昭和通り３号橋 志摩市 

加茂川（船津町） 浜橋 鳥羽市 

紙漉川 西ノ辻橋 鳥羽市 

加茂川（松尾町） 橋梁無し区間 鳥羽市 

東海川 岩田橋 志摩市 

日出川 日之出橋 志摩市 

磯部川（下流重A区間） 川辺橋 志摩市 

野川（沓掛） 沓掛橋 志摩市 

平成３０年度危機管理水位計設置箇所 



危機管理型水位計の配置検討（取組1,6） 
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合同で現地調査を実施し、 

背後地の状況 

設置可能箇所の有無 

被災履歴 

等を総合的に検討し、配置
を検討します。 

河川名 橋梁名 路線名等 市町名 住所

堀通川 小坂橋 鳥羽市 鳥羽市堅神町

加茂川 船津二号樋門 鳥羽市 鳥羽五丁目

鳥羽河内川 田城橋 鳥羽市 岩倉町

白木川 新寺垣橋 鳥羽市 白木町

湯夫川 安行橋 安行橋 志摩市 浜島町南張

南張川 R260(城之橋）より1本上流 志摩市 浜島町南張

桧山路川 向井橋 志摩市 浜島町桧山路

迫子川 宮前橋 志摩市 浜島町迫子

後沖川 R167より2本上流 志摩市 阿児町鵜方

池田川 上池田橋 志摩市 磯部町穴川

大谷川 長岡橋 志摩市 磯部町迫間

池田川 東西橋 志摩市 磯部町築地

池田川 R167より１本上流 地蔵合流 志摩市 磯部町山原

前川 南勢磯部線(前川橋）より1本上流 磯部川支川 志摩市 磯部町下之郷

令和１年度危機管理水位計設置予定箇所 



志摩建設事務所 気象・水象情報 

水防団待機水位到達 
（水位１．８０m） 

氾濫注意水位到達 
（水位２．１０m） 

避難判断水位到達 
（水位２．２３m） 

水位情報（氾濫注意情報） 

水位情報（氾濫警戒情報） 

氾濫危険水位到達 
（水位２．９７m） 水位情報（氾濫危険情報） 

水防警報（出動） 

堤防天端水位到達・越流 破堤等被害情報 

氾濫発生 

-72h 

-48h 

-24h 

-18h 

0h 

【準備体制】
→ 

※１このタイムラインは、台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした避難勧告の発令等に着目したものである。 
※２水位変動に伴う時間軸は台風進路予測の修正等により想定困難なため、設定しないものとする。また、０ｈは台風の進路、雨の降り方等により水位上昇は一様で無いため、上下に変動するものとして設定している。 

○道路(ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ含む)の通行規制準備 

○工事現場の安全管理の確認 

○災害協定業者へ連絡体制等の確認 

○水門等の操作人員・連絡体制等の確認 

○災害協定業者の派遣 
○被害状況の把握 

緊急対応 

○県庁河川課⇒中部地整（報告） 

水防警報（情報） 

○ホットライン 

○漏水・侵食情報提供 

○災害対策用資機材（水防倉庫）の確保 

台風最接近 

○流域内のダムの状況確認 

◇台風に関する気象情報（全般台風情報） 
    （気象庁・随時） 

◇台風に関する三重県気象情報（随時） 

○台風に関する気象庁記者会見 

○台風説明会（津地方気象台） 

◇大雨注意報・洪水注意報発表 
◇高潮注意報・警報、暴風警報発表 
◇大雨警報・洪水警報発表 

【鳥羽市】加茂川 岩倉水位観測所にかかる水害対応タイムライン 
H30.8.1 

岩倉水位観測所 
（水位３．７１m） 

○河川の情報伝達準備 

【警戒体制】 

水位情報（水防団待機水位） 水防警報（準備） 

〇志摩建設事務所⇒水防本部⇒中部地整（報告）             

〇志摩建設事務所⇒水防本部⇒中部地整（報告） 

被害状況・緊急復旧情報 

〇水位、被害状況等の情報収集 

〇水位、被害状況等の情報収集 

 
〇水位、被害状況等の情報収集 

〇水位、被害状況等の情報収集 

〇水位、被害状況等の情報収集 

鳥羽市 

避難勧告 

●避難準備・高齢者等避難開始の発令判断 

○水防団へ連絡・指示 

○巡視・水防活動状況の把握 

○要配慮者施設等へ水位情報等の伝達 

○被害状況の把握 

○自衛隊等への応援要請 

●避難勧告の発令判断 

（本部長、副本部長へ上申） 

避難指示（緊急） 

●避難指示（緊急）の発令判断 

避難準備・高齢者等
避難開始 

○避難所要員の自宅待機指示（避難所開設の準備） 

発表 

○避難者への支援 

第１配備（準備体制） （注意報発
表） 

第２配備（警戒体制）（災害対策本部設置） （警報発
表） 

○河川水位、雨量、降雨予想、台風進路、気
象  情報等の収集・確認 

○体制の確認等 

○水防団等への注意喚起 

○本部長、副本部長への連絡 

○水防団幹部への連絡、配備（状況による） 

（本部長、副本部長へ上申） 

〇関係機関へＦＡＸ、防災無線、携帯メール等で周知 

〇避難所の開設 

〇関係機関へＦＡＸ、防災無線、携帯メール等で周知 

（本部長、副本部長へ上申） 

〇関係機関へＦＡＸ、防災無線、携帯メール等で周知 

第３配備（非常体制） 

〇災害対策用機械の派遣要請 

◇大雨特別警報発表（発表された場合） 

○ホットライン（津地方気象台） 〇大雨特別警報の住民への周知 

は、建設事務所からの情報伝達を示す。 

発表 

発表 

周知 

水位情報（最高水位等、必要に応じて） 
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タイムラインの検討（取組２） 
気象、水象情報に応じた建設事務所、市町、地元住民がとるべき行動を、「いつ」「誰が」
「何をするか」に着目して、時系列に一覧表で整理する。 

地方版三重県タイムライン検討にあわせて検討を進める。 



危機管理型水位計の配置検討（取組３） 

27 

合同で現地調査を実施し、 

背後地の状況 

設置可能箇所の有無 

被災履歴 

等を総合的に検討し、配置
を検討します。 

河川名 橋梁名 路線名等 市町名 住所

堀通川 小坂橋 鳥羽市 鳥羽市堅神町

加茂川 船津二号樋門 鳥羽市 鳥羽五丁目

鳥羽河内川 田城橋 鳥羽市 岩倉町

白木川 新寺垣橋 鳥羽市 白木町

湯夫川 安行橋 安行橋 志摩市 浜島町南張

南張川 R260(城之橋）より1本上流 志摩市 浜島町南張

桧山路川 向井橋 志摩市 浜島町桧山路

迫子川 宮前橋 志摩市 浜島町迫子

後沖川 R167より2本上流 志摩市 阿児町鵜方

池田川 上池田橋 志摩市 磯部町穴川

大谷川 長岡橋 志摩市 磯部町迫間

池田川 東西橋 志摩市 磯部町築地

池田川 R167より１本上流 地蔵合流 志摩市 磯部町山原

前川 南勢磯部線(前川橋）より1本上流 磯部川支川 志摩市 磯部町下之郷

令和１年度危機管理水位計設置予定箇所 
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磯部川浸水想定区域の見直し（取組４） 

水防法改正にともな
い、新たな雨量基準
で浸水想定の見直し
を実施 



要配慮者利用施設（取組４） 
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鳥羽市域 

加茂川浸水想定区域内の施設
はありませんでした。 志摩市域 

洪水浸水想定区域設定がない
ため、対象施設無し。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎年、小学１、４年生及び中学１年
生に防災ノートを配布 

ＨＰ「学校防災みえ」 

 「学校防災みえ」により、各種ハザー
ドマップ、全国の災害情報、防災に関す
るクイズ等を提供 

災害情報 

各種ﾊｻﾞｰﾄﾏｯﾌﾟ 

防災クイズ 

小中学生の防災意識と知識を高め、水害から身を守る力を育むための水防災教育
を実施する。 

学校における防災教育（取組５）  

30 



危機管理型水位計・量水標の整備（取組６） 

31 

（赤）避難指示 

（黄）避難勧告 

量水標 

ペイント 

水位計が設置されていない箇所で安価に
設置できる危機管理型水位計や量水標の
設置、水位を示すペイントを実施する。 

これらの図面はイメージです。 

危機管理型水位計 
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危険度分布、今後の雨（降水短時間
予報）（取組７） 



重要水防区域内施設点検の実施（取組８、１０） 

33 

鳥羽市域合同点検 

平成30年7月2日に実施予定 
堀通川→紙漉川→加茂川下流右岸→加
茂川下流左岸→落口川→ 

５樋門→鳥羽河内川 

→加茂川上流→白木川 

 

志摩市域合同点検 

平成30年6月21日に実施 
ＡＭ 湯夫川→南張川→桧山路川 

→迫子川→後沖川→前川 

※（鵜方水門、塩谷樋門、南張樋門、湯夫樋
門含む） 

 

ＰＭ 東海川→日出川→池田川→ 

大谷川→地蔵川→磯部川→前川 

→藤谷川→山田川→野川 

 

・重要水防区域内施設の確認 

・重要水門施設の確認 

併せて、危機管理型水位計の配置予定箇所の現地調査を実施します。 



★点検項目と緊急度ランク 

・対象全河川の重要水防区域を年１回点検実施 
・必要資機材の確認の実施 

護岸ブロック沈下 

点検結果に基づく維持修繕の事例 

河川の堤防・護岸
の状況 

漏水 
沈下、破損及び隙間 
基礎や根固め等の洗掘 
堤脚水路等の閉塞 
横断暗渠等開口部の異常 
斜路・階段等の破損 
標識等の状況 
ごみ等の放置 

河道の状況 
河道内の異常堆積 
床止・堰等の破損 
その他（介類のへい死及び油類の流出・ゴミ等） 

水門・樋門・樋菅・
陸閘・角落・防潮
扉・水位計等の状
況 

戸当たり部の障害物 
取付護岸との隙間及び沈下 
ゲート付近の異常堆積・洗掘 
水位計付近の異常 

その他（設の外観上の破損、損傷、落書き等の汚損） 

堤防クラック 

ランクA 直ちに対応が必要 
（すぐに対処しなければ重大な被害につながる恐れがある） 

ランクB 早急に対応が必要 
（修繕が必要であるが修繕実施までは危険表示等の応急措置） 

ランクC 緊急度が低い場合 
（モニタリングによる経過観察で対応を考えることができる） 

緊急度C 事前 

緊急度B 事前 

重要水防箇所の点検・見直し等（取組８，１０） 

34 

緊急度C 事後 

緊急度B 事後 



決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防構造
の工夫事例（取組１２）  

35 

通常の維持管理において、決壊までの時間を少しでも引きのばすことを目的に、
必要に応じて堤防の天端舗装や堤防裏法面保護等を実施する。 



洪水氾濫を未然に防ぐ対策（取組１３）  

36 

・河川整備計画規模の洪水に対する計画的な治水対策を実施する。 
・堆積土砂撤去については、「箇所選定の仕組み」に基づいて毎年掘削箇所の優先度を関
係市町と協議しながら実施する。 

施工前 

施工後 

堆積土砂撤去の事例 前川河川改修 

（水門耐震工事） 

鳥羽河内治水ダム 

建設事業 



水防警報等の発表と情報伝
達  指定河川において基準水位に達した場合、水防警報や水位周知河川における水位到達情報（氾濫危険水位）等

の発表を決定し、関係機関に情報伝達しています。 

基本の流れ 

伝達方法（ＦＡＸ） 

【○○川 水位情報・水防警報・氾濫
危険水位情報FAX伝達表】…様式Ｂ 
  
 この様式で伝達系統を確認し、様
式Ａの鏡にして関係機関にFAX送信
します。送信後は、速やかに電話で
受信を確認します。 

平成 年 月 日 ； 時 分

   ◎水位観測所の水位設定

□ 水防団待機（通報）水位に達しました。

□ 氾濫注意（警戒）水位に達しました。

□ 避難判断水位に達しました。

□ 氾濫危険（洪水特別警戒）水位に達しました。

□ 最高水位と考えます。

□ 氾濫危険（洪水特別警戒）水位を下回りました。

□ 避難判断水位を下回りました。

□ 氾濫注意（警戒）水位を下回りました。

□ 水防団待機（通報）水位を下回りました。

※

水防団待機（通報）水位 に近づき 引き続き 上昇中である

氾濫注意（警戒）水位 に達し 急激に 減水中である

避難判断水位水位 を越えて 刻々と

氾濫危険（洪水特別警戒）水位 を下回り かんまんに

これが最高水位と □ 考えられる

□ なった

河川の水位は一旦 減水したが 再び 増水することが考えられる

減水しつつあったが 上昇し始めた

本地区 の 水防の準備に入り 厳重に警戒

では またしばらく 十分警戒

引き続き 水防に万全を期 して下さい。

なお 水防活動を開始

今後の情報に注意し 警戒

水防団は出動し

市

町

堤防法面が急激な流況変化のため 危険である

漏水があるため 堤防が一部流出する可能性がある

激しい漏水のため 危険な状態が続いている

依然として

堤防を越える水位となる恐れがあり

建 設 事 務 所 長 発 表

水 位 情 報 第 号

避 難 判 断

水 位

氾 濫 危 険

（洪水特別警戒）

水 位
氾濫危険(洪水特別警戒)水位情報 第 号

氾 濫 注 意

（ 警 戒 ）

水 位

水 防 団 待 機

（ 通 報 ）

水 位

観測所名

主査 係課長

二級河川
整理番号

所長

（ 水 防 法 １ ３ 条 関 係 ）

川 水位観測所

（ 水 防 法 １ ２ 条 関 係 ） 三 重 県

室長

水

位

情

報

川 観測所の水位

です。分現在では、 ｍ ｃｍ月

氾

濫

危

険

水

位

情

報

発表

氾濫危険（洪水特別警戒）水位に達しました。

解除 氾濫危険（洪水特別警戒）水位を下回りました。

水

防

警

報

□ 準 備 □ 出 動 □ 情 報

解 除 □ 本地区の水防警報を解除する。

水

防

機

関

伝

達

□

施

設

情

報

□

地先では

補
足

説
明 □

□ 解 除

水

位

状

況

□

□

□

この情報は、避難勧告発令等の参考となる､非常に重要な情
報ですので、確実な情報伝達をお願いします。

（ 水 防 法 １ ６ 条 関 係 ）

水 防 警 報
□準備・□出動・□情報・□解除

第 号

時日　；

【(県)水位情報・氾濫危険水位情
報・水防警報発表様式「河川」】…
様式Ａ 
  
 基準水位に到達した場合、この様
式に必要事項を記入して、水防管理
団体（市町）や関係機関に情報を伝
達します。 

様式Ａ 

様式Ｂ 

37 



住民等への情報伝達の方法（防災みえ.jp） 

38 

 三重県防災対策部のホームページ（防災みえ.jp）では、災害時に限らず平時においても役立つことができる情報を公開しています。気
象に関する情報、雨量や水位の情報をリアルタイムで提供しているほか、台風や豪雨等の際には、被害状況、各市町における避難に関す
る情報、避難所開設状況など、地域の方が防災行動につなげることができるような情報を提供しています。 

台風や豪雨などの際には、緊急時のページで各種の情報を
確認することができます。（避難情報、避難所情報、被害
状況等） 

地域の気象情
報 

河川水位や雨量の情報 避難情報(各地域の避難勧告・指示等) 

土砂災害警戒情報 

38 



住民等への情報伝達の方法 
（防災みえ.jpメール配信サービス） 

39 

 防災みえ.jpメール配信サービスでは、あらかじめ登録された方に気象災害に備えて対応いただけるよう、携帯電話やスマー
トフォンに気象情報、観測情報等を送信しています。 
 a@bosaimie.jpに空メールを送信すると登録用メールが届きます。そのＵＲＬにアクセスすることで登録処理が行えます。 

 防災みえ.jpメール配信サービスでは下記の種類のメール配信を登録するこ
とができます。 
 
① 気象警報・注意報 
  ・気象警報（特別警報含む）・土砂災害警戒情報・記録的短時間大雨情
報 
② 地震情報 
③ 津波警報・注意報 
④ 東海地震関連情報 
⑤ 台風情報 
⑥ 河川水位に関する情報 
   県内（県管理河川）の河川水位観測所で基準水位を超過した場合 
  に配信されます。 
⑦ 大気汚染情報 
⑧ 県からのお知らせ 
   三重県からのお知らせ情報やシステムのメンテナンス情報 

防災みえ.jpトップページの緊急時お役立ち情報 

気象警報・注意報 
河川水位に関する情

報 
土砂災害警戒情報 台風情報 

39 



防災みえツイッター ＠bosaimie 

40 

平成29年6月か
ら 



住民等への情報伝達の方法 
（地上デジタルデータ放送 

41 

 地域住民の適切な避難行動に役立ててもらうために、雨量や川の水位などの情報を各放送局と協力して地上デジタルテ
レビのデータ放送で提供しています。 

三重四川災害対応連絡会(雲出川委員会)配布資料より 
41 



２）洪水被害軽減のための水防活動等を迅速・的確に行うための取組 
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10 【重要水防区域の点検・見直し及び水防資機材の確認】 

・対象全河川の重要水防区域を年１回点検します。 

・重要水防区域の代表箇所において、県と関係者が共同
で点検を実施します。 

  

全管理河川 毎年、継続して
実施 

三重県 

鳥羽市 

志摩市 

11 【水防訓練の充実】 

・出水時の水防活動を円滑にするための水防訓練を実施
します。 

・迅速かつ確実に水位情報を伝達できるよう、洪水時を想
定した洪水対応演習を実施します。 

  

志摩建設事務
所水防支部及
び２水防管理
団体 

H30より毎年、
継続して実施 

三重県 

鳥羽市 

志摩市 

９ 【防災気象情報の改善】 

・大雨（浸水害）、洪水警報の改善を図り、災害との相関が
高い指数値を導入して、メッシュ情報として表示させるこ
とにより、危険な地域をわかりやすくすることで、住民に
今後の危険度の高まりを把握できるようにします。 

  

管内全域 

  

継続して実施 津地方気象台 

番号 主な取組事項 対象 目標時期 取組機関 



３）氾濫水による浸水被害軽減に関することや、洪水被害軽減のための河
川管理施設の維持管理等に関する取組 
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番号 主な取組事項 対象 目標時期 取組機関 

14 

  

【危機管理型ハード対策】 

・決壊までの時間を少しでも引きのばすことを目的に危機
管理型ハード対策として、堤防の天端舗装や堤防裏法
保護工を必要に応じ実施します。 

  

河川整備計画
策定河川 

H30から実施 三重県 

15 【洪水氾濫を未然に防ぐ対策】 

・（堆積土砂撤去）河川の流下能力を回復するため、堆積
土砂の撤去を実施する。撤去箇所については、県と市で
優先度を協議しながら選定します。 

・（河川改修）計画的な河川改修を実施します。 

  

  

・全管理河川 

  

  

・河川整備計
画策定河川 

毎年、継続して
実施 

  

・三重県、鳥羽市、志
摩市 

  

  

・三重県 



平成30年度危機管理型水位計設置箇所 
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河川名 橋梁名 市町名 

落口川 落口橋（鳥羽市消防本部前） 鳥羽市 

前川（２６０号上流） 昭和通り３号橋 志摩市 

加茂川（船津町） 浜橋 鳥羽市 

紙漉川 西ノ辻橋 鳥羽市 

加茂川（松尾町） 橋梁無し区間 鳥羽市 

東海川 岩田橋 志摩市 

日出川 日之出橋 志摩市 

磯部川（下流重A区間） 川辺橋 志摩市 

野川（沓掛） 沓掛橋 志摩市 



令和元年度危機管理水位計設置予定箇所 

45 

合同で現地調査を実施し、 

背後地の状況 

設置可能箇所の有無 

被災履歴 

等を総合的に検討し、配置
を検討します。 

河川名 橋梁名 路線名等 市町名 住所

堀通川 小坂橋 鳥羽市 鳥羽市堅神町

加茂川 船津二号樋門 鳥羽市 鳥羽五丁目

鳥羽河内川 田城橋 鳥羽市 岩倉町

白木川 新寺垣橋 鳥羽市 白木町

湯夫川 安行橋 安行橋 志摩市 浜島町南張

南張川 R260(城之橋）より1本上流 志摩市 浜島町南張

桧山路川 向井橋 志摩市 浜島町桧山路

迫子川 宮前橋 志摩市 浜島町迫子

後沖川 R167より2本上流 志摩市 阿児町鵜方

池田川 上池田橋 志摩市 磯部町穴川

大谷川 長岡橋 志摩市 磯部町迫間

池田川 東西橋 志摩市 磯部町築地

池田川 R167より１本上流 地蔵合流 志摩市 磯部町山原

前川 南勢磯部線(前川橋）より1本上流 磯部川支川 志摩市 磯部町下之郷



取組３ 平成30年度実績と令和元年度計画案 

46 

番
号 

取組 Ｈ３０実績 R1計画 

３ 【水害危険性の周知促進】 

・水害危険性の確認（危機管理型水
位計・量水標の検討・設置、浸水状
況等の確認等） 

・水位周知の検討 

【鳥羽市・志摩市・
県】 

危機管理型水位計
を設置 

鳥羽市：４基 

志摩市：５基 

 

【鳥羽市・志摩市・
県】 

危機管理型水位計
を設置（予定） 

鳥羽市： ４基 

志摩市：１０基 

 

 



取組４ 平成３０年度実績と令和元年度計画案 
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番
号 

取組 Ｈ３０実績 R1計画 

４ 【要配慮者利用施設管理者における
避難確保計画の作成及び避難訓
練の実施】 

・洪水浸水想定区域内における要配
慮者利用施設等の立地状況を確認
し、施設管理者の避難確保計画の
作成状況、訓練の実施状況等を確
認します。 

【県】 

加茂川他１河川洪水
浸水想定の見直しを
実施。 

 

【鳥羽市・県】 

対象施設の情報共
有を実施 

【県】 

磯部川他７河川浸水
想定の見直しを実施 

 

【志摩市・県】 

対象施設の情報共
有を実施。 

 



取組７ 平成３０年度実績と令和元年度計画案 
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番
号 

取組 Ｈ３０実績 R1計画 

７ 【住民防災意識の向上と防災教育の
実施】 

・住民の防災意識と知識を高め、水
害から身を守る力を育むための防
災教育を実施します。 

・小中学生等の防災意識と知識を高
め、水害から身を守る力を育むため
の水防災教育を実施します。（出前
講座、「防災ノート」の配布等） 

（県） 

防災ノート配布を実
施 

 

（県） 

みえ出前トークの実
施 

防災ノート配布 



取組８ 平成３０年度実績と令和元年度計画案 
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番
号 

取組 Ｈ３０実績 R1計画 

８ 【危機管理型水位計や量水標の設
置】 

・地域の住民や消防団等が水位の状
況を確認できるように危機管理型
水位計や量水標の設置や水位を示
すペイントを実施します。 

（県） 

配置計画に基づき 

設置。 

鳥羽市：４基 

志摩市：５基 

（県） 

配置計画に基づき
整備を進める。 

鳥羽市：４基（予定） 

志摩市：１０基（予定) 



取組９ 平成３０年度実績と令和元年度計画案 
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番
号 

取組 Ｈ３０実績 Ｒ１計画 

９ 【防災気象情
報の改善】 

・インターネッ
ト環境を活
用した水防
災に係る情
報の提供を
実施する 

【県】 

防災みえ等、良好な防災情
報システムの運用を継続 

【気象台】 

・平成３０年出水期前に基
準値を変更 

・最新の水害資料による大
雨（浸水害）、洪水警報の
妥当性の確認及び必要な
見直し作業を実施 

・今後の雨（降水短時間予
報）の提供（降水１５時間予
報）6/20実施 

 

【県】 

防災みえ等、良好な防災情報システ
ムの運用を継続 

【気象台】 

・出水期前に基準値の変更を行う 

・最新の水害資料による大雨（浸水
害）、洪水警報の妥当性の確認及び
必要 な見直し作業を実施 

・台風強度予報を5日先までに延長 

・警戒レベルとの対応 

・気象情報、水害・土砂災害情報及
び災害発生情報等を一元的に集約
したポータルサイトの作成 

・危険度分布の希望者向け通知サー
ビス 



取組12、13平成30年度実績と令和元年度計画案 
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番号 取組 Ｈ３０実績 Ｒ１計画 

１２ 【水門・排水施設の運用点検の実施】 

・洪水時等に迅速な対応ができるように、水門・排水施
設等の運用点検を関係者と実施します。 

（鳥羽市・志摩市・県） 

重要施設を中心に点検を実施。 

志摩市：Ｈ３０．６．２１ 

鳥羽市：Ｈ３０．７．２ 

（県） 

外部委託による重要水防区域
内の施設点検の実施 

 

（鳥羽市、志摩市、県） 

重要施設を中心に点検を実施。 

（県） 

外部委託による施設点検の実
施 

１３ 【市町庁舎や災害拠点病院等の施設管理者への情報
伝達の充実】 

・浸水想定区域内の市町庁舎や災害拠点病院等に関
する情報を共有し、各施設管理者等に対する洪水時
の情報伝達体制・方法について検討します。 

（鳥羽市・県） 

浸水想定区域内施設の有無を
確認 

【該当施設なし】 

（鳥羽市、志摩市、県） 

浸水想定区域内施設の有無を
確認 

 


